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1. はじめに

　ここ数年、ネイチャーや自然資本というキーワードが、

ビジネス界でも話題となる機会が増えてきています。環境

活動の中でも、生物の保護や保全の活動は古くから行わ

れてきていた分野の一つですが、ネイチャーや自然資本

といった言葉は古くて新しいキーワードとして、新たな

文脈を伴って用いられています。

　「 ネイチャーポジティブ」という言葉は、国際的に合意

された明確な定義はまだありません。気候変動の分野で

は、「 ネット・ゼロ」や「 カーボン・ニュートラル」など

が人々に明確な目標地点を示す言葉として使われていま

すが、これらと並んで使われることで、定義が合意され

ていなくても、目指すべき方向性を指し示す言葉として

有効に使われていると言えます。

　従来、特に自然環境や生物に関連した活動の主体は政

府や非政府組織(NGO )などでした。経済活動やビジネス

は、自然環境へネガティブな負荷を与える主体と捉えら

れがちでした。ところが最近は、ビジネス界のこの分野

への関与が、より中立的な視点で重要視されるようにな

り、ビジネス界自身も関心を傾けるようになりつつあり

ます。様々な国際議論・枠組の中でも生物多様性とビジ

ネスとのかかわり、潜在的な寄与などが活発に議論され

るようになり、企業は人類が自然環境と共生し、ポジティ

ブな影響を与えるためになくてはならない存在として役

割を再認識されてきていると感じています。

　そこで、今大きく動くネイチャーポジティブに向けた

企業の取り組みの一例として、NECの取り組みをご紹介し

たいと思います。

　

2. NECの環境取り組み

　1970年代の公害防止に端を発したNECの環境取り組み

は、現在は社会価値の創造まで進化しています。2021年

にNEC 2030VISIONとして、ありたい社会像実現のため

の基盤となる3つの階層の一つに環境を位置付け、環境

負荷の見える化による行動変容促進、全体最適を維持す

る新たな社会の仕組みづくり、持続可能な地球環境実現

のための取り組みを進めています。生物多様性保全につ

いても、環境方針の中で、従業員一人ひとりが貢献すべ

き分野として定めています。

　企業の自然資本への取り組みには二通りあります。一つ

は、自社の事業活動が自然資本に与える影響を低減させ

る取り組み。もう一つは、自然資本の保全や回復に貢献

するような取り組みです。ネイチャーポジティブでいえ
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ば、「 マイナス」を減らすことと、「 プラス」を増やすこ

と、の二側面であらわされ、この双方に対応しなければ、

トータルで「 ポジティブ」にはなりません。NECは、前

者のマイナス面の低減を大前提として追求しつつ、後者

のプラス面の増加について、事業を通じて貢献を高めて

いきたいと考えています。ICT企業として自然資本分野

で「 プラス」を増やすために貢献できる可能性として、

例えば、現在急速にルール化が進んでいる自然関連情報

開示の分野で、センサー、AI、デジタルツイン、通信、

人工衛星などのNECのICTが貢献できるのではないかと

考えています。

2.1 国際社会でのエンゲージメント

　NECは動きが加速する生物多様性分野でのグローバル

な枠組づくりにも積極的に関与しています。

　2021年度、NECは生物多様性に関してビジネス界で

影響力を持つことが予想される2つの国際イニシアチブ

(SBTs for Nature [1]／TNFD [2] )に、枠組の検討段階で企

業メンバーとして参画を開始しました。今後開示が求め

られていくことが見込まれる、企業活動の生物多様性関

連の影響・リスクについては、ENCORE [3]というツール

を早期から活用し、国際基準に照らして把握しています。

また、2022年後半には、TNFDのデータカタリストイニシ

アティブにも参加し、自然関連の企業情報開示における

ICTの活用の可能性を追求する視点から議論しています。

　これらグローバルでの議論には、この分野に関心をも

つ世界中の企業や研究機関、NGOなど様々な団体が参加

しています。日本企業の参加もありますが、議論は主に

欧米勢がリードしています。『 枠組が出来上がってから

取り入れよう』ではなく、枠組を作る段階で議論に影響を

与えようとする人たちが集まり、熱量の高い活発な議論

が繰り広げられています。ただ、生物多様性や自然資本

は、複雑で測りづらいものであるため、堂々巡りの議論

も散見されます。ビジネスの世界で重要視されるスピード

感や決断力も、この分野ではなかなか一筋縄では発揮でき

ないと感じています。

　その他のイニシアチブとして、NECは、地球上で生物多

様性を保全する区域を増やすための世界目標「30by30 [4]」

の達成に寄与するため、「 生物多様性のための30by30

アライアンス」(発起人：環境省ほか)に発足時メンバーと

して参加しています。この参加の背景となっているのが、

NECが自社の我孫子事業場敷地内において行っている生

物多様性保全活動です。事業場内で通称「 四つ池」と呼ば

れる区域で、10年以上にわたり、地域のステークホルダー

と協働しながら希少生物の保全や外来種対策を行ってき

ました。(詳細は後述。)この四つ池を、民間の取り組みと

連携した自然環境保全(OECM )区域として登録すること

で、企業として国際的な自然環境エリアの拡大に貢献す

ることを目指しています。

　2022年12月に開催された生物多様性条約締約国会議

(CBD COP15 )にもNECは現地参加しました。生物多様

性条約COPへのビジネス界からの関心も徐々に高まり、

議論内容のひとつとしてビジネスと生物多様性の繋がり

も議論されています。このCOPで合意された昆明モント

リオール生物多様性枠組でも、ビジネスに関連した目標

が新たに設定されました。これらの世界の潮流を最先端

でフォローしつつ、まずは自社における環境対応に磨き

をかけること、また、その先で、自社での積極的な取り

組みで得たノウハウを活かしお客様企業の取り組みにも

貢献していきたいと考えています。

2.2 NEC我孫子事業場での生物多様性保全活動

　NEC我孫子事業場の敷地内には、利根川から派生して

できたと考えられる湧水池「 通称：四つ池」があります。

NECは、事業場の敷地の一部として存在するこの四つ池

において、2009年から地元の保全団体の手賀沼水生生

物研究会と協働で四つ池周辺に生息する「 オオモノサシ

トンボ」(環境省指定の絶滅危惧IB類(EN ) )の保全活動を

実施しています。

　2021年度は、ブラックバスやブルーギル、アメリカザ

リガニなど外来生物の駆除や、人工トンボ池設置による

生育環境整備の効果が実り、池の広範囲にわたる場所で

オオモノサシトンボを観察することができました。その
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ほか、2012年に実施した四つ池の池干しで発見された大

量のイシガイを活用し、事業場の人工池内で、「 ゼニタ

ナゴ」(絶滅危惧IA類(CR ) )の保全活動も行っています。

イシガイはタナゴ類が卵を産みつける場となるため、タ

ナゴ類の生息にとって重要な存在です。人工池で大きく

育ったゼニタナゴの一部を四つ池へ放流し生育環境の変

化による影響を観察しています。

 

　この四つ池での保全活動は、毎年開催している「 生物

多様性ダイアログ」での議論に支えられて運営されてい

ます。ここでは、手賀沼水生生物研究会や有識者、千葉

県生物多様性センター、および我孫子市をはじめとする

地域の関係者とともに、活動成果の確認と今後の取り組

みについて検討しています。

　10年以上にわたる取り組みによって希少種の見られ

る範囲が広がるなど、成功事例として評価され、2021

年度には、日本の自然保護と生物多様性の保全に大きく

貢献した取り組みを表彰する日本自然保護大賞2022に

おいて「 選考委員特別賞」を受賞しました。

　さらに、2023年10月には、環境省の自然共生サイト

の初回認定グループの一員として、この四つ池が民間に

おける自然を保全するサイトとして認定を受けました。

これにより、追って「OECM」として、環境省が達成を

目指している世界目標である30by30の達成に、面積と

しては微力ではあるものの、明確に、寄与しています。

また、認定を機に、同時期に自然共生サイトとして認定

を受けた別区域の情報も入手可能となり、四つ池におけ

る保全活動をより良いものにしていくための情報交換も

社内外で進めています。

 

四つ池の自然共生サイト認定　認定証

　この四つ池では、生物多様性保全のパイロット区域と

して、新たなICTソリューションの開発の実地試行も行っ

ています。企業敷地内にある小さな区域ではありますが、

企業の生物多様性保全という側面で、その価値を存分に

発揮させている区域といえると思います。

2.3 自社の環境情報開示

　NECは、自社の環境取り組みについて、ホームページ

やプレスリリースなどの自社発信を基礎に、CDPやDJSI

などといった社外の環境格付機関への情報開示対応など

により発信しています。CDPにおいては、気候変動に加え

て水セキュリティにも回答、2分野において2022年まで

に4年連続で最高評価のAリスト入りを果たしています。

年々開示要求レベルが高度化・詳細化する中での開示対

応は簡単ではありませんが、質問書で開示を求められる

事項は、企業に対する社会からの要請ととらえて、活動

の改善に繋げています。

　2023年9月に正式勧告が出されたTNFDにおいても、

NECは他社に先んじて、ベータ版枠組を参照したTNFD

レポートを、事業部門を含めた社内で熱意のあるメンバー

が中心となり策定し、2023年7月に発行しましたこの中

で、TNFDの開示枠組にのっとり自社の自然資本への影響

と依存を分析、対処の現状について示したうえで、ネイ

チャー分野において、NECが何を機会とみているかにつ

いても紹介しています。NECではこの経験をいかし、同

様の社内対応や情報開示についてご検討されている他社

NEC我孫子事業場敷地内で生物多様性保全を行う「四つ池」
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の皆様の取り組みを支援するサービスも提供しています。

TNFDへの対応の一企業事例として、ぜひNECのTNFD

レポートをご一読いただければ幸いです。

■  

2.4 企業とネイチャーポジティブの今後

　ネイチャーに関する企業の情報開示の要請の高まりは

冒頭述べたとおりですが、TNFDの正式勧告の発表はビジ

ネス界におけるネイチャー分野への関心の契機になった

といえると思います。グローバルに企業の環境情報開示

の枠組みが整備される動きに伴い、企業は自然資本と自

社とのかかわりを財務情報と並行してモニター、分析し、

開示していかなければならない日が遠からず来そうです。

自然資本とかかわりが明確な特定の業種だけでなく、あら

ゆる企業は何らかの形で自然資本とかかわりがあります。

自然資本を、企業価値を表す一側面として扱っていくべ

き必要性に、すべての企業が迫られています。

　自然資本への対応では、地域のステークホルダー間で

の連携が重要です。これはネイチャーの課題が「 場所」に

紐づいており、地域ごとに対処し解決する必要があるか

らです。グローバルレベルでのオフセットが難しいこと

は気候変動課題との大きな違いのひとつでもあります。

グローバルの潮流への対応が求められつつも地域連携が

欠かせないこの課題において、NECは、各地域の皆様と

情報や経験を共有しつつ、オープンな対話に貢献する原

動力の一つになっていければとも考えています。今後の

NECの生物多様性への取り組みにご期待下さい。

[1] SBTs for Nature 

企業・自治体が地球の限界内で行動するための科学

に基づく目標の「 自然」版。

[2] 自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD )

自然を保全・回復する活動に世界の資金の流れを向け

るため、企業の自然関連の財務情報を開示する枠組。

[3] ENCORE

Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and 
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Exposure。生物多様性に関するリスク評価ツール。

業種ごとに自然への依存や影響を調査できる。

[4] 30by30

2030年までに国土の30%以上を自然環境エリアとし

て保全することを目指す目標。

生物多様性への取組：環境 | NEC

略歴　

　金成 かほる  (かなり かほる)

国内大手銀行系シンクタンク、国際環境保全NGO、中央

省庁など多様な組織で環境の最前線での業務に携わった

のち、2022年1月より現職
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